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「「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱」の 

一部改正について」等の送付について 

 

標記について、厚生労働省保険局保険課および同国民健康保険課から、別添のとお

り連絡がありましたのでお知らせいたします。 

本連絡は、70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置の取扱いに

関するものです。 

平成21年度における当該措置につきましては、平成20年12月12日付け日薬業発

第344号にてお知らせしたところですが、今般、平成22年度も継続されることとなり

ました。 

これに伴い、実施要綱が一部改正されておりますので、貴会会員にご周知ください

ますようお願いいたします。 












